
■事務室の方へ 恐れ入りますが、分会長さんへお渡しください 

非 常 勤 講 師 の方 にお知 らせください  

自宅学習の課題作成なども授業とみなされます！ 
高教組 FAX ニュース 388 号（8 月 31 日）でお伝えしたように、夏季休業明け、各学校ではコロナ

感染拡大に伴い分散登校や短縮授業、オンライン授業などの対応をせざるを得ない状況が続いてい

ます。（現状では 9

月 12日まで） 

こうした中、9月 2

日に県教委は県立高

等学校長あてに文書

を発出して、高教組

の要請（非常勤講師

の賃金を時間割で規

定された時間数補償

すること）に沿った

対応を求めました。  

このことについて

は県教委の誠実な姿

勢に敬意を表するも

のです。この通知を

受け、各学校で非常

勤講師の皆さんにき

ちんと情報が伝えら

れ、賃金を保障する

対応がされているか

が問われることになります。 

◎この通知によれば、授業がなくなった非常勤講師の方が自宅学習用の課題作成や授業の資料作成、

課題の添削、などを行った場合には授業とみなすことができることになります。 

◎Ａ高校では分散登校による授業カットは非常勤講師の入っていない帯で行い、非常勤講師に賃金

減が起きないようにしている、との情報も入っています。 

◎完全オンラインで授業配信を行っている学校では事務用 PC やタブレットが配布されていない非

常勤講師の方が大変困っている。という情報も寄せられています。同僚の教職員が授業配信を行

ったとしても、教材や資料作成にかかわっていれば授業を行ったこととして学校長が教務を命ず

ることができます。 

◎「年間で予定された授業回数分の予算は確保（配当）してあり、削減は求めるものではない」と

いう教育委員会担当者の見解も得ていますので、管理職の工夫で対処できる問題だと考えていま

す。                   不明な点は高教組本部まで問い合わせて下さい。 

長野高教組ＦＡＸニュース 
増刷りの上、職場のみなさ

んに配布してください。 
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